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当社グループにおける人権方針の制定について 

 

山口フィナンシャルグループ（代表取締役社長ＣＥＯ 椋梨 敬介）は、当社グループの事業活動

を通じて、人権を尊重し、人権が尊重される社会づくりに貢献するため、「山口フィナンシャルグ

ループ人権方針」を制定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．背景・目的 

当社グループは、「グループサステナビリティ方針」に基づく事業活動を通じて、地域の持続可

能性向上に寄与するため、地域価値向上と当社グループの持続的成長の連動性を高める取り組みを

行っております。 

社会的に求められる当然の責務として、企業の事業活動における人権尊重に向けた対応の重要性

が高まっている中、当社グループにおいても、この度、「山口フィナンシャルグループ人権方針（以

下、本方針）」を制定し、人権尊重に対する取り組みを行っていくことを対外的に表明するものです。 

 

２．本方針の内容 

別紙をご参照下さい。 

 

３．本方針の位置づけ 

当社グループでは、使命・存在意義（パーパス）を基軸とした事業活動に取り組み、持続可能な

社会の実現に貢献していくための基本的な方針として「グループサステナビリティ方針」を制定し、

特に重点的に取り組む１２項目のＥＳＧ課題「マテリアリティ」を特定しております。 

この度制定した本方針は、これらのマテリアリティに対する施策の検討・実行の土台と位置づけ

ております。 
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４．人権尊重に向けた取り組み 

当社グループでは、あらゆるステークホルダーの基本的人権を尊重する取り組みとして、社員の

人権に対する理解を深めるための研修等の実施やサプライヤー（外部委託事業者）へ本方針を遵守

することを求めるとともに、定期的なモニタリングを実施してまいります。 

 また、今後、人権リスクの把握・分析を進めていき、人権尊重に向けた取り組みを高度化して   

いく方針です。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

山口フィナンシャルグループ コンプライアンス統括部 

西尾 ＴＥＬ：（０７０）１５６７－０９９１ 
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別紙 

 

山口フィナンシャルグループ人権方針 

 
 山口フィナンシャルグループおよびグループ会社(以下、「当社グループ」といいます)は、当社

グループのパーパスである「地域の豊かな未来を共創する」のもと、「地域に選ばれ、地域の信頼
に応える、地域価値向上企業グループ」の実現に向け、お客さま・地域社会・役職員等すべてのス
テークホルダーの人権を尊重した取り組みを推進します。 
 

１．国際的な人権基準の尊重 
当社グループは、「国際人権章典」、「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」「ビ

ジネスと人権に関する指導原則」などの国際的な人権基準を尊重します。 
 
２．適用範囲 
  本方針は、当社グループのすべての役職員に適用します。また、当社グループの商品やサービ
スに関わるすべてのお客様に対して本方針を支持することを期待し、サプライヤー（取引業者）
に対しては当方針を守ることを求めていきます。 

 
３．人権尊重へのコミットメント 

当社グループは、すべての役職員に人権の尊重を求め、以下の取り組みを行います。 
（1） 人種、宗教、国籍、出身、信条、年齢、障がいの有無、身体的特徴、性別、性的指向や性自

認などを理由としたあらゆる差別や人権侵害を行いません。 
（2） 全てのハラスメントを人間の尊厳を傷つける行為として認識し、職場から排除します。 
（3） 法令に基づく従業員の団結権及び団体交渉権を尊重します。 
（4） 全役職員の人権を尊重し、強制労働を容認せず、長時間労働削減等に努めます。 
（5） 雇用および職場における差別を排除します。 
（6） より良い労働環境を築くために、社員が相談できる窓口を設置し、社員との対話を大切にし

ます。 
 
４．教育・研修 

 当社グループは、本方針が理解され効果的に実施されるよう、役職員に対して適切な教育・研
修を行います。 
 

５．人権デュー・ディリジェンス 
   当社グループは、人権デュー・ディリジェンスを通じて、人権への負の影響を防止または軽減す

ることに努めます。 
 
６．救済・是正 
   当社グループは、人権に関して負の影響を引き起こした、また負の影響を助長したことが明ら

かになった場合、適切な手段を通じて、その是正・救済に取り組みます。内部通報窓口を適切に
運用し、実効性のある取り組みを継続させることにより、人権課題の早期発見に努め、是正を行
います。また通報窓口の体制について、実効性のある救済を可能なものとすべく今後も継続して
見直していきます。 

 
７．対話・協議 
   当社グループは、本方針に基づく取り組みについて継続的にステークホルダーとの対話・協議

を行い、人権への取り組みを進化させていきます。 
 
８．定期的な情報開示 
   当社グループは、人権尊重の取り組みの進捗状況および結果について、統合報告書等で開示し

ます。 
 
９. ガバナンス・管理体制 
    当社グループは、人権に関する取り組みについて、サステナビリティ推進委員会、グループ経

営執行会議での議論を経て取締役会へ付議を行い、取締役会監督のもと本取り組みを進化させて
いきます。 

 


